
 

 

白川町告示第１２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定に基づき、下記のとおり公

表する。 

 

令和８年３月１９日 

 

白川町長  佐 伯 正 貴 

 

記 

 

１ 令和８年度 白川町一般会計予算 

２ 令和８年度 白川町国民健康保険特別会計予算 

３ 令和８年度 白川町介護保険特別会計予算 

４ 令和８年度 白川町後期高齢者医療特別会予算 

５ 令和８年度 白川町簡易水道事業会計予算 



 
 
 
 

 

 

 

議第１号   

 

   令和８年度白川町一般会計予算 

 

 令和８年度白川町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，７９０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 

「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、２，０００，０００千円と定める。 
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（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した 

給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

                                                            白川町長  佐 伯 正 貴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -　　　



(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 町 税 ９６５，５５０

1 町 民 税 ３１６，１５０

2 固 定 資 産 税 ５８７，０８０

3 軽 自 動 車 税 ３４，５００

4 町 た ば こ 税 ２７，８２０

2 地 方 譲 与 税 １４０，０１０

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １０

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 ５０，０００

3 森 林 環 境 譲 与 税 ９０，０００

3 利 子 割 交 付 金 ３００

1 利 子 割 交 付 金 ３００

4 配 当 割 交 付 金 ５，０００

1 配 当 割 交 付 金 ５，０００

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ７，０００

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 ７，０００

6 法 人 事 業 税 交 付 金 １２，０００

1 法 人 事 業 税 交 付 金 １２，０００

7 地 方 消 費 税 交 付 金 １７０，０００

1 地 方 消 費 税 交 付 金 １７０，０００
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第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(単位：千円)

款 項 金　　額

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ９，０００

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ９，０００

9 環 境 性 能 割 交 付 金 １０

1 環 境 性 能 割 交 付 金 １０

10 地 方 特 例 交 付 金 ３０，０００

1 地 方 特 例 交 付 金 ３０，０００

11 地 方 交 付 税 ２，８２０，０００

1 地 方 交 付 税 ２，８２０，０００

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 １，０００

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 １，０００

13 分 担 金 及 び 負 担 金 １９，９２５

1 分 担 金 １６，４４０

2 負 担 金 ３，４８５

14 使 用 料 及 び 手 数 料 ７８，４４２

1 使 用 料 ５５，２４４

2 手 数 料 ２３，１９８

15 国 庫 支 出 金 ９６４，３４１

1 国 庫 負 担 金 ４００，３１４

2 国 庫 補 助 金 ５５８，００９

3 国 庫 委 託 金 ６，０１８



(単位：千円)

款 項 金　　額

16 県 支 出 金 ５５８，１４５

1 県 負 担 金 ２３０，２７５

2 県 補 助 金 ３１４，４４４

3 県 委 託 金 １３，４２６

17 財 産 収 入 ３８，６３７

1 財 産 運 用 収 入 ２２，８６０

2 財 産 売 払 収 入 １５，７７７

18 寄 附 金 ４，５００

1 寄 附 金 ４，５００

19 繰 入 金 ４６５，５７０

1 基 金 繰 入 金 ４２２，８００

2 他 会 計 繰 入 金 ４２，７７０

20 繰 越 金 １００，０００

1 繰 越 金 １００，０００

21 諸 収 入 ７９，６７０

1 延 滞 金 及 び 加 算 金 ５０１

2 貸 付 金 元 利 収 入 ２１，０００

3 受 託 事 業 収 入 ９，５１８

4 雑 入 ４８，６５１

22 町 債 ２，３２０，９００
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(単位：千円)

款 項 金　　額

1 町 債 ２，３２０，９００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ８，７９０，０００



(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 議 会 費 ５７，７５０

1 議 会 費 ５７，７５０

2 総 務 費 １，１３９，８９０

1 総 務 管 理 費 ６２０，８９０

2 企 画 費 ３８８，６１０

3 徴 税 費 ６２，０３０

4 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ５５，３６０

5 選 挙 費 １１，５６０

6 統 計 調 査 費 ６４０

7 監 査 委 員 費 ８００

3 民 生 費 １，４１０，１５０

1 社 会 福 祉 費 １，０４５，５８０

2 児 童 福 祉 費 ３６３，５４０

3 労 働 費 １，０２０

4 災 害 救 助 費 １０

4 衛 生 費 ７８９，３００

1 保 健 衛 生 費 ６００，１８０

2 清 掃 費 １８９，１２０

5 農 林 水 産 業 費 ７４８，９９０

1 農 業 費 ３６４，９９０
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(単位：千円)

款 項 金　　額

2 林 業 費 ３８４，０００

6 商 工 費 １４４，２５０

1 商 工 費 １４４，２５０

7 土 木 費 ６９９，７２０

1 土 木 管 理 費 ６０，４００

2 道 路 橋 梁 費 ４８３，２００

3 河 川 費 １４２，９５０

4 住 宅 費 １３，１７０

8 消 防 費 ２８３，７７０

1 消 防 費 ２８３，７７０

9 教 育 費 ２，７５６，９８０

1 教 育 総 務 費 ２，３０５，４００

2 教 職 員 住 宅 費 １，９９０

3 小 学 校 費 ６７，０７０

4 中 学 校 費 ４３，９３０

5 給 食 セ ン タ ー 費 １６１，０２０

6 社 会 教 育 費 １４４，４９０

7 保 健 体 育 費 ３３，０８０

10 災 害 復 旧 費 ４０

1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 ２０



(単位：千円)

款 項 金　　額

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 １０

3 そ の 他 公 共 施 設 災 害 復 旧 費 １０

11 公 債 費 ７２９，１５０

1 公 債 費 ７２９，１５０

12 諸 支 出 金 １０

1 普 通 財 産 取 得 費 １０

13 予 備 費 ３０，０００

1 予 備 費 ３０，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ８，７９０，０００
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【第２表】 

 

債  務  負  担  行  為 

                                                  

       事       項          期      間          限       度       額 

 

農 業 制 度 資 金 の 利 子 補 給 
令和８年度から 

令和３３年度まで 

令和８年度融資総額１００，０００千円について、 

年２％以内で資金の種類ごとに町長が定める利率を乗じ

て得た額 

 

農 業 振 興 資 金 の 利 子 補 給 
令和８年度から 

令和１３年度まで 

令和８年度融資総額３０，０００千円について、 

年２％以内で町長が定める利率を乗じて得た額  

 

小規模企業者支援融資の利子補給 
令和８年度から 

令和１３年度まで 

令和８年度融資１件につき年６万円以内で町長が定める

額の総額 
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【第３表】

１ 老 人 福 祉 対 策 事 業

２ 保 育 園 運 営 事 業

３ 簡 易 水 道 事 業 会 計 繰 出 金

４ 斎 場 運 営 事 業

５ 農 業 振 興 事 務 費

６ 土 地 改 良 事 業

７ 林 道 整 備 事 業

８ 集 落 環 境 保 全 事 業

９ 美濃白川クオーレふれあいの里管理運営事業

１０ 道 路 維 持 修 繕 事 業

１１ 道 路 新 設 改 良 事 業

１２ 河 川 砂 防 事 業

１３ 防 災 行 政 シ ス テ ム 管 理 事 業

１４ 小 学 校 維 持 管 理 事 業

１５ 中 学 校 維 持 管 理 事 業

１６ 給 食 セ ン タ ー 運 営 事 業

１７ 町 民 会 館 維 持 管 理 事 業

１８ 公 民 館 等 管 理 運 営 事 業

１９ 小 ・ 中 学 校 一 貫 教 育 推 進 事 業

２０ 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業

１，６００，７００

５，８００

２，６００

６７，９００

３，１００

１，１００

１４，０００

７，４００

２，６００

地　　　　　　　　　　　　　方　　　　　　　　　　　　　債

１，６００

２５，４００

起　　　債　　　の　　　目　　　的

証書借入又は普通貸
借の方法により政府そ
の他から起債する。

１１５，６００

借入先の融通条件によるものと
する。ただし本町の都合により、
その全部又は一部を繰上償還
することができる。

合　　　　　計 ２，３２０，９００

利　　率 償還の方法

４，８００

１５５，１００

９７，１００

６１，８００

年５．０％以内（ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる政府資
金及び地方公共団
体金融機構資金に
ついて、利率見直し
を行った後において
は、当該見直し後の
利率）

限　度　額（千円）

１２１，１００

２，１００

起債の方法

２５，６００

５，５００
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議第２号 

 

   令和８年度白川町国民健康保険特別会計予算 

 

 令和８年度白川町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９９１，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、５０，０００千円と定め

る。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各

項に計上した予算額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。 

 

令和８年２月２７日 提出 

                          

                                                            白川町長  佐 伯 正 貴 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 国 民 健 康 保 険 税 １８７，１９０

1 国 民 健 康 保 険 税 １８７，１９０

2 使 用 料 及 び 手 数 料 １０

1 手 数 料 １０

3 国 庫 支 出 金 １０

2 国 庫 補 助 金 １０

4 県 支 出 金 ７４３，５２０

2 県 補 助 金 ７４３，５２０

5 財 産 収 入 ３００

1 財 産 運 用 収 入 ３００

6 繰 入 金 ５６，９１０

1 他 会 計 繰 入 金 ５６，９１０

7 繰 越 金 ３，０００

1 繰 越 金 ３，０００

8 諸 収 入 ６０

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 ３０

3 雑 入 ３０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ９９１，０００
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第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 ９，５６０

1 総 務 管 理 費 ５，１４０

2 徴 税 費 ４，２７０

3 運 営 協 議 会 費 １５０

2 保 険 給 付 費 ７２８，８９０

1 療 養 諸 費 ６３５，６６０

2 高 額 療 養 費 ８９，２００

3 移 送 費 １０

4 出 産 育 児 諸 費 ２，５１０

5 葬 祭 諸 費 １，５００

6 傷 病 手 当 金 １０

3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 ２３０，０７０

1 医 療 給 付 費 分 １５１，７１０

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 ５３，８６０

3 介 護 納 付 金 分 １９，０８０

4 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 金 納 付 金 分 ５，４２０

4 保 健 事 業 費 １０，１００

1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ８，５８０

2 保 健 事 業 費 １，５２０

5 基 金 積 立 金 ５，０００



(単位：千円)

款 項 金　　額

1 基 金 積 立 金 ５，０００

6 公 債 費 １０

1 公 債 費 １０

7 諸 支 出 金 ２，３７０

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２，３７０

8 予 備 費 ５，０００

1 予 備 費 ５，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ９９１，０００
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議第３号 

 

   令和８年度白川町介護保険特別会計予算 

 

 令和８年度白川町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１５５，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用と定める。 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

                                                                               白川町長  佐 伯 正 貴 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 保 険 料 ２１１，２６２

1 介 護 保 険 料 ２１１，２６２

2 使 用 料 及 び 手 数 料 １０

1 手 数 料 １０

3 国 庫 支 出 金 ３１４，５９７

1 国 庫 負 担 金 １９０，３４８

2 国 庫 補 助 金 １２４，２４９

4 支 払 基 金 交 付 金 ２９０，４７９

1 支 払 基 金 交 付 金 ２９０，４７９

5 県 支 出 金 １５７，６１２

1 県 負 担 金 １４７，８３４

2 県 補 助 金 ９，７７８

6 財 産 収 入 １，０８０

1 財 産 運 用 収 入 １，０８０

7 繰 入 金 １７０，８２０

1 一 般 会 計 繰 入 金 １７０，８２０

8 繰 越 金 ９，０００

1 繰 越 金 ９，０００

9 諸 収 入 １４０
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第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(単位：千円)

款 項 金　　額

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 １０

2 雑 入 １３０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 １，１５５，０００



(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 １３，３４０

1 総 務 管 理 費 ４，１３０

2 徴 収 費 ４，３１０

3 介 護 認 定 審 査 会 費 ４，９００

2 保 険 給 付 費 １，０４３，６５０

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 １，０１５，４２０

2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 ２１，９８０

3 特 別 給 付 費 ３，０９０

4 そ の 他 諸 費 １，０４０

5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 ２，１２０

3 地 域 支 援 事 業 費 ８１，４６０

1 包 括 的 支 援 事 業 ･ 任 意 事 業 費 ４６，１７０

2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 ３０，６１０

3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ４，５６０

4 そ の 他 諸 費 １２０

4 保 健 福 祉 事 業 費 １１，２３０

1 保 健 福 祉 事 業 費 １１，２３０

6 諸 支 出 金 ３２０

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３１０

2 繰 出 金 １０
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(単位：千円)

款 項 金　　額

7 予 備 費 ５，０００

1 予 備 費 ５，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 １，１５５，０００



 

 

 

 

 

議第４号 

 

   令和８年度白川町後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和８年度白川町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２００，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

                                                                                白川町長  佐 伯 正 貴 
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １２９，３６１

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 １２９，３６１

2 使 用 料 及 び 手 数 料 １０

1 手 数 料 １０

3 国 庫 支 出 金 １０

1 国 庫 補 助 金 １０

4 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金 ７，９９８

1 委 託 金 ７，９９８

5 繰 入 金 ６０，７６６

1 他 会 計 繰 入 金 ６０，７６６

6 繰 越 金 １，５００

1 繰 越 金 １，５００

7 諸 収 入 ３５５

1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 １５

2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３４０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２００，０００
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 ２，３４０

1 総 務 管 理 費 ８７０

2 徴 収 費 １，４７０

2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 １８８，５５０

1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 １８８，５５０

3 保 健 事 業 費 ８，２７０

1 健 康 保 持 推 進 事 業 費 ８，２７０

4 諸 支 出 金 ３４０

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３４０

5 予 備 費 ５００

1 予 備 費 ５００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２００，０００



 

 

議第５号   

 

   令和８年度白川町簡易水道事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和８年度白川町簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 給 水 戸 数              ３，２７８ 戸 

 (2) 年 間 総 配 水 量          １，０３３，０００ ㎥ 

 (3) 一日平均配水量              ２，８３０ ㎥ 

 (4) 主要な建設改良事業 

  ア．施 設 整 備 事 業           ２４９，５００千円 

  イ．配水管整備事業           １８３，０００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用中、総務費の財源に充てるため、企業債２，８００千円を借り入

れる。 
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 収 入 

 第１款 簡易水道事業収益          ４９９，３５０千円 

  第１項 営 業 収 益            １４０，０８０千円 

  第２項 営業外収益            ３５９，２７０千円 

 支 出 

 第２款 簡易水道事業費用          ５５９，８７０千円 

  第１項 営 業 費 用            ５３０，９３０千円 

  第２項 営業外費用             ２６，９４０千円 

  第４項 予 備 費              ２，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９３，４８０千円は、当年度分損

益勘定留保資金７１，１７４千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２２，３０６千円で補填するものとする。）。 

 収 入 

 第３款 資本的収入             ５２６，６５０千円 

  第１項 企 業 債            １５５，１００千円 

  第２項 出 資 金            １８１，４００千円 

  第３項 補 助 金            １９０，１５０千円 
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 支 出 

第４款 資本的支出             ６２０，１３０千円 

  第１項 建設改良費            ４３５，８００千円 

  第２項 企業債償還金           １８４，２８０千円 

  第３項 基金積立金                 ５０千円 

 （企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

簡易水道事業債 １５５，１００千円 

証券発行又は普通貸

借の方法により政府

その他から起債する。 

年５．０％以内（ただし、利率見

直し方式で借り入れる政府資金及

び地方公共団体金融機構資金につ

いて、利率見直しを行った後にお

いては、当該見直し後の利率） 

借入先の融通条件によるも

のとする。 

ただし本町の都合により、そ

の全部又は一部を繰上償還す

ることができる。 

公営企業会計適用債 ２，８００千円 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 収益的支出における各項間の流用 
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 (2) 資本的支出における各項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

(1) 職員給与費                 ２１，６７０千円 

（他会計からの補助金） 

第９条 簡易水道事業運営のために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２９９，４５０千円である。 

 

令和８年２月２７日 提出 

 

白川町長  佐 伯 正 貴 
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（単位：千円）

款 予 定 額 備 考項 目

当初予算実施計画書

収益的収入及び支出

収　　　入

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1

3

1

2

5

6

           ４９９,３５０
                        
                        
           １４０,０８０
                        
           １４０,０００
                        
                    ８０
                        
                        
           ３５９,２７０
                        
                    ６０
                        
                        
           ２０５,３００
                        
                        
                  ９００
                        
                        
           １５３,０１０
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

1 簡易水道事
業収益

営業収益

営業外収益

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1

2

給水収益

その他営業
収益

受取利息及
び配当金

他会計補助
金

給水工事分
担金

長期前受金
戻入
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（単位：千円）

款 予 定 額 備 考項 目

支　　　出

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1

2

4

5

6

1

1

           ５５９,８７０
                        
                        
           ５３０,９３０
                        
           １２４,２８０
                        
                        
             ７０,２５０
                        
                        
             ３６,５９０
                        
           ２９９,８０４
                        
                      ６
                        
             ２６,９４０
                        
             ２６,９４０
                        
                        
                        
               ２,０００
                        
               ２,０００
                        
                        
                        
                        
                        

2 簡易水道事
業費用

営業費用

営業外費用

予備費

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1

2

4

原水及び浄
水費

配水及び給
水費

総係費

減価償却費

資産減耗費

支払利息及
び企業債取
扱諸費

予備費
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（単位：千円）

款 予 定 額 備 考項 目

資本的収入及び支出

収　　　入

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1

1

1

3

           ５２６,６５０
                        
           １５５,１００
                        
           １５５,１００
                        
           １８１,４００
                        
           １８１,４００
                        
                        
           １９０,１５０
                        
             ９６,０００
                        
             ９４,１５０
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

3 資本的収入

企業債

出資金

補助金

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1

2

3

企業債

他会計出資
金

国庫補助金

他会計補助
金
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（単位：千円）

款 予 定 額 備 考項 目

支　　　出

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1

2

1

1

           ６２０,１３０
                        
           ４３５,８００
                        
           ４３３,５５０
                        
                        
               ２,２５０
                        
           １８４,２８０
                        
                        
           １８４,２８０
                        
                        
                    ５０
                        
                    ５０
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4 資本的支出

建設改良費

企業債償還
金

基金積立金

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1

2

3

施設建設改
良費

営業設備費

企業債償還
金

基金積立金
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